
大阪狭山市移動販売等導入事業補助金 募集要項 

 

 

 

 

補助対象経費 補助限度額 補助率 

    (1)車両購入費・改造費 

（キッチンカー等の購

入、制作に要する経費） 

 

※中古車の購入につい

ても対象となります。 

 

 

(2)設備導入経費 

（機械装置、工具・器具

備品、その他附帯する費

用） 

 

３００，０００円 

 

１/２以内 

      

【留意事項】 

※補助金の交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものについては対象になりません。 

※補助金の交付は、１事業者につき１回までとします。 

※算出額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。 

※国、大阪府その他の機関等からの補助金を受けている場合は、上記経費から当該補助金等

の額を控除した金額を補助対象経費とします。 

 

 

 

 

地域産業の発展及び地域経済の活性化を図るため、市内で新た

にキッチンカー又は移動販売車を導入して移動販売を実施する

者（中小企業・個人事業主に限る。※）に対し、導入に係る経費の

一部を補助します。 

※中小企業・個人事業主とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４条）第２条に規定する

会社及び個人です。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業（いわゆる「みなし大企

業」）は除きます。 

補助対象経費等 



 

 

（１）市内で新たにキッチンカー等による移動販売を開始する者で、下記の要件をすべて満たすこ 

とが必要です。 

（２）上記の要件に関わらず、次に該当する者は、補助の対象となりません。 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団と密接な関係を有する者 
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交付申請

後、内容を

審査し、交

付決定しま

す。 

事業完了後、以下のいずれ

かの早い時期までに提出し

て下さい。 

①事業完了後２ヶ月以内 

②補助金の交付決定に係

る市の会計年度末 

① 大阪狭山市内に主たる事業所等を有する中小企業又は個人事業主であること。 

② 保健所に対してキッチンカー等による移動販売に係る営業に必要な申請、届出をして

いる又はする予定があること。 

③ 取扱商品は原則食品とすること。（ただし、移動販売車については食品以外の日用品

等も取扱可能とします。） 

④ 市税の滞納がないこと。 

⑤ 公序良俗に反しないものであること。 

実績報告

後、内容を

審査し、補

助金の確

定を行いま

す。 

補助金交付までの流れ 

対象要件 

補助金

確定後、

提出して

下さい。 

補助金に係

る消費税等

仕入控除

税額確定

後、提出し

て下さい。 



 

 

（１）必要書類は以下のとおりです。 

（２）交付申請に当たっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して申請してください。 

（※申請時に消費税等仕入控除税額が不明な場合を除く。） 

 

 

 

交付決定後、申請事項に変更が生じたときは、事業計画変更承認申請書（様式第５号）を市に提

出して下さい。（※ただし補助対象事業の目的及び補助金の額に変更を及ぼさない変更で、かつ

補助対象経費 の２０％以内の変更である場合を除く。） 

 

 

 

（１）事業完了後、以下のいずれかの早い時期までに提出して下さい。 

① 事業完了後２ヶ月以内 

② 補助金の交付決定に係る市の会計年度末 

（２）必要書類は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

（３）実績報告に当たっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して報告してください。 

① 交付申請書（様式第１号） 

② 事業計画書（様式第２号） 

③ 宣誓・同意書（様式第３号） 

④ 補助対象経費の見積書 

⑤ 代表者の本人確認書類の写し 

（運転免許証（表裏）、マイナンバーカード等） 

⑥ 大阪狭山市内に主たる事業所等を有することがわかる書類 

（履歴事項全部証明書又は開業届の写し） 

⑦ 市税の滞納がないことの証明書 

⑧ その他市長が必要と認める書類 

交付申請 

実績報告 

 

変更申請 

① 実績報告書（様式第７号） 

② 補助金により実施した内容が分かるもの（事業の完了が確認できる写真等） 

③ 補助対象経費の支払を証明する書類（内訳明細書、領収書等） 

④ 車検証の写し（車両に係る申請があるとき） 

⑤ その他市長が必要と認める書類 



 

 

（１）補助金確定後、交付請求書（様式第９号）を提出して下さい。 

（２）交付請求の内容が適当と認められる場合は、補助金を交付します。 

 

 

 

（１）補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入

控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書（様式第１

０号）を提出して下さい。 （※消費税等仕入控除税額が０円である場合も提出して下さい。） 

（２）補助金返還額が生じた場合は、返還が必要となります。 

 

 

 

（１）交付決定の取消し 

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることが

あります。 

① 補助金を補助対象経費に係る事業以外の用途に使用したとき。 

② 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

③ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

④ 要綱の規定に違反したとき。 

 

（２）財産処分の制限 

① 取得財産等の目的外使用や譲渡、交換、貸付等については、市の承認を受ける必要があ

ります。（耐用年数を超える場合を除く。） 

② 取得財産等を処分することにより収入がある場合、補助金返還の対象となることがありま

す。 

 

（３）帳簿等の整備 

   補助対象事業にかかる収入・支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類も含めて交付決定

のあった年度の終了後５年間保存して下さい。 

 

消費税等仕入控除額の確定に伴う補助金の返還 

 

その他 

 

交付請求 

 

【問い合わせ】 

大阪狭山市 市民生活部 

産業振興・魅力創出グループ 

ＴＥＬ ０７２-３６６-００１１（代表） 

 


